
○高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則  

（平成十八年厚生労働省令第九十四号）  

【傍線の部分は今後、公布予定。その他の部分は平成十八年四月一日施行。】  

改  正  後  改  正  

（市町村からの報告）  

第一条 市町村は、高齢者虐待の防止、高   

齢者の養護者に対する支援等に関する法   

律（平成十七年法律第百二十四号。以下   

「法」という。）第二十一条第一項から   

第三項までの規定による通報又は同条第   

四項の規定による届出を受け、当該通報   

又は届出に係る事実の確認を行った結果  

、養介護施設従事者等による高齢者虐待   

（以下「虐待」という。）の事実が認め   

られた場合、又は更に都道府県と共同し   

て事実の確認を行う必要が生じた場合に   

は、次に掲げる事項を当該虐待に係る法   

第二条第五項第一号に規定する養介護施   

設又は同項第二号に規定する養介護事業   

の事業所（以下「養介護施設等」という  

。）の所在地の都道府県に報告しなけれ   

ばならない。   

一 養介護施設等の名称、所在地及び種   

別   

二 虐待を受けた又は受けたと思われる   

高齢者の性別、年齢及び要介護状態区   

分（介護保険法（平成九年法律第百二   

十三号）第七条第一項に規定する要介   

護状態区分をいう。）又は要支援状態   

区分（同条第二項に規定する要支援状   

態区分をいう。）その他の心身の状況   

（市町村からの報告）  

第一条 市町村は、高齢者虐待の防止、高   

齢者わ養護者に対する支援等に関する法   

律（平成十七年浜律第百二十四号。以下   

「法」という。）第二十一条第一項から   

第三項までの規定による通報又は同条第   

四項の規定による届出を受け、当該通報   

又は届出に係る事実の確認を行った．結果  

、養介護施設従事者等による高齢者虐待   

（以下「虐待」という。）の事実が認め   

られた場合、文は更に都道府県と共同し   

て事実の確認を行う必要が生じた場合に   

は、次に掲げる事項を当該虐待に係る法   

第二条第五項第一号に規定する養介護施   

設又は同項第二号に規定する養介護事業   

の事業所（以下「養介護施設等」という  

。）の所在地の都道府県に報告しなけれ   

ばならない。   

一 養介護施設等の名称、所在地及び種   

別   

虐待を受けた又は受けたと思われる  

高齢者の性別、年齢及び要介護状態区  

分（介護保険法（平成九年法律第百二  

十三号）第七条第一項に規定する要介  

護状態区分をいう。）又は要支援状態  

区分（同条第二項に規定する要支援状  

態区分をいう。）その他の心身の状況  
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改  正  後  改  正  

三 虐待の種別、内容及び発生要因  

四 虐待を行った養介護施設従事者等（   

法第二条第二項に規定する養介護施設・   

従事者等をいう。以下同じ。）の氏名  

三 虐待の種別、内容及び発生要因  

四 虐待を行った養介護施設従事者等（   

法第二条第二項に規定する養介護施設   

従事者等をいう。）の氏名、生年月日   

及び職種  

五 市町村が行った対応  

六 虐待が行われた養介護施設等におい   

て改善措置が採られている場合にはそ   

の内容   

、生年月日及び職種  

五 市町村が行った対応  

六 虐待が行われた養介護施設等におい   

て改善措置が採られている場合にはそ   

の内容   

（指定都市及び中核市の例外）  

第二条 法第二十二条第二項の厚生労働省   

令で定める場合は、養介護施設等につい   

て法第二十一条第一項から第三項までの   

規定による通報又は同条第四項の規定に   

よる届出があった場合とする。   

（指定都市及び中核市の例外）  

第二条 法第二十二条第二項の厚生労働省   

令で定める場合は、養介護施設等につい   

て法第二十一条第一項から夢三項までの   

規定による通報又は同条第四項の規定に   

よる届出があった場合とする。  

（都道府県知事による公表事項ヒ  

盈三条 法第二十五条の厚生労働省令で定   

める事項は、榊   

虐待があった養介護嘩華筆の種別   

二 虐待を行った養介護施設従事者等の  
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原確保存期間10年  

（平成28年12月31日まで）  

各都道府県警察の長、殿   

（参考送付先）   

庁内各局部課長   

各附属機関の長   

各地方機関の長  

警察庁丙生企発第27号  

警察庁丙給厚発第6号  

警察庁丙地発第8号  

警察庁丙刑企発第8号  

平成18年3月16日  

警察庁生活安全局長  

警察庁長官官房長  

響 秦庁刑 事 局 長  

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行を踏まえた  

高齢者虐待事案への適切な対応について   

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法律第1  

24号。以下「法」という。別添1。）が平成17年11月1日に成立し、同月9日に公  

布され、本年4月1日に施行されることとなった。   

高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であるこ  

と等にかんがみ、高齢者虐待の防止、養護者の支援等に関する施策を促進し、もって高齢  

者の権利利益を擁護することを目的として接が制定されたことを踏まえ、各都道府県警察  

にあっては、下記の点に留意して、高齢者虐待事案への適切な対応に努められたい。   

なお、本通達は、厚生労働省と協議済みであることを申し添える。  

記  

第1認知時における適切な対応  

1 市町村への通報（法7条及び法第21条関係）  

法7粂第1項においては、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者  

を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、  

速やかに、これを市町村に通報しなければならないこととされ、同条第2項では、   

第1項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者  

を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない  

こととされた。また、法第21条第2項においては、養介護施設従事者等による   

高齢者虐待を受けた・と思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身   

体に重大な危険が生じている場合は、適やかに、これを市町村に通報しなればな  

らない旨が、同条第3モ引こおいては、同条第1項及び第2項に定める場合のほか、   

養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、   

速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならないこととされた。し   

たがって、各都道府県警察において、馨察安全相談、高齢者を被害者とする事案  
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等の捜査、急訴事案や保護の取扱い等の各種警察活動に際し、高齢者虐待事案を  

認知した場合は、速やかに市町村へ通報をすること。なお、介護保険法の改正に  

より平成18年4月から設置される地域包括支援センター（別添2参照）におい  

て、市町村から高齢者虐待の対応に係る事務の委託を受け通報受理業務を行うこ  

とがあり得る（法第17条第1項参照）ため、警察が認知した事案について市町  

村と地域包括支援センターのいずれに通報するかについては、市町村及び地域包  

括支援センターと協議の上、あらかじめ定めておくこと。  

（1）通報対象となる事案  

原則として、警察が認知した全ての高齢者虐待事案が対象となる。なお、次   

のような場合にも通報対象となるので、留意すること。   

ア 虐待行為があったことの明確な裏付けができない場合  

通報は、「高齢者虐待を受けたと思われる高齢者」について行うものであ  

るので、虐待行為を裏付ける具体的な証拠がない場合であっても、被害高齢  

者や関係者の申出内容等から判断して警察が高齢者虐待が行われた可能性が  

あると判断で 

イ 加害者が養護者に該当するか判明しない場合  

加害者を特定していても、当該加害者が被害高齢者の養護者に当たるかど  

うかの判断については警察では困難な場合もあり得るム このような事案につ  

いては、加害者が被害高齢者と同居している場合には、高齢者虐待事案とみ  

なして市町村に通報をすること。また、加害者が親族である場合には、当該  

加害者が養護者に当たらないときも、高齢者虐待事案の早期発見・早期対応  

の観点から、市町村に通報をすること（例えば、同居していない親族による  

事案や同居している孫による事案などが考えられる。）。   

ウ 認知症に起因する被害妄想が疑われる場合  

認知症が疑われる高齢者から虐待を受けているとの申出があった場合につ  

いても、警察において被害高齢者が認知症であるか否かの判断は困難である  

こと及び仮に申出が認知症に起因する被害妄想によるものであると考えられ  

る場合であっても市町村において福祉的な観点から必要な対応を行う場合も  

あるため、通報をすることとして差し支えない。   

エ 配偶者からの暴力事案に該当する場合  

虐待行為が配偶者から行われた場合で、被害高齢者へ身体に対する暴力が  

なされているときは、高齢者虐待事案であるとともに、配偶者からの暴力事  

案にも該当する8 このような事案については、高齢者虐待事案として市町村  

に通報するとともに、「配偶者からの暴力相談等対応票」の作成等配偶者か  

らの暴力事案としての対応を行うこと（「配偶者からの暴力の防止及び被害  

者の保護に関する法律の施行に当たっての配偶者からの暴力事案への適切な  

対応について」（平成13年7月9日付け警察庁丙生企発第36号ほか）、  
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「配偶者からの暴力相談等対応粟の改正について」（平成16年11月17  

日付け警察庁丙生企発案76号ほか）を参照）。なお、被害高齢者から保護  

を求められた場合に、市町村と配偶者暴力相談支援センターのいずれかに引  

き継ぐかは、、被害高齢者の年齢、被害高齢者の要望等を踏まえて、事奏に応  

じて判断すること。   

（2）通報要領  

警察で認知した高齢者虐待事案については、生活安全部門に集約し、生活安  

全部門から市町村に通報するものとする。  

通報は、原則として、別添3の高齢者虐待事案通報票により行うものとし、  

急を要する場合には、電話により行うものとすること。通報時点では詳細が判  

明していない事項については「不詳」と記載すれば足り、調査に時間を要する  

ことにより通報が遅れることのないようにすること。なお、高齢者虐待事案通  

報票の記載要領については、別添4を参照すること。   

（3）通報後の措置状況の把握  

通報した事案については、市町村における措置結果を連絡するよう依頼して  

おくこと。なお、通報後1か月を経過しても市町村から措置結果の連絡がない  

ときには、警察から市町村に対して状況を確認すること。   

2 通報以外の措置  

高齢者虐待事案については、市町村に通報するほか、刑罰法令に抵触する場合  

は適切に事件化を図ることはもとより、刑罰括令に抵触しない場合であっても、   

事案に応じて加害者へ指導・警草するなど、警察として必要な措置を講じること。  

第2 警察署長に対する援助依頼への対応（法第12条関係）   

1 制度の趣旨  

法第12条第1項においては、市町村長は、高齢者の居所又は住所への立入調  

査に際し、必要があると認めるときに警察署長の援助を求めることができること  

が規定されている。警察署長の行う援助とは、市町村長による職務執行が円滑に   

実施できるようにする目的で、警察が、警察法、・警察官職務執行法等の法律によ  

り与えられている任務と権限に基づいて行う措置である。  

したがって、警察官は、市町村長の権限行使の補助者ではなく、調査業務その  

ものの補助を行うことは適当ではない。   

2 援助の手続  

援助に当たっては、緊急の場合を除き、市町村長から高齢者虐待事案援助依頼   

書（別添5）の提出を求めた上で、速やかに市町村長と事前協議を行い、対応の   

方法、役割分担等を検討した上で、事案に応じた適切な援助に努めること。事前   

協議の窓口は、生活安全部門において行うこととするが、実際の援助を行う要員  

については、必要に応じて他部門にも協力を求めること。   

3 援助の要件  
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警察が援助を行うことと’されているのは、高齢者の生命又は身体の安全を確保  

するため必要と認めるときである（法第12条第3項）ので、援助の依頼があっ  

った場合には、市町村が行う法第9条第1項に規定する事実確認のための措置等  

の状況を確認し、その内容によって援助を行うか否かを判断すること。なお、援  

助依頼を受理したが、援助を行わないものとした場合には、その理由や経緯等を  

記録しておくこと。  

第3 その他   

1 関係部門間の連携  

高齢者虐待事案への対応に当たっては、生活安全部門、刑事部門、地域部門、  

被害者対策担当部門等関係部門間で連携を密にすること。   

2 関係機関等との連携  

市町村を始め、都道府県関係部局や民生委員等関係機関・団体等との連携を強  

化し、被害高齢者の立場に立った的確な措置が講じられるようにすること。  

なお、地域包括支援センターにおいては、高齢者虐待事案に関わる関係機関等   

を構成員とする「高齢者虐待防止ネットワーク」を構築することとしているので、  

市町村又は地域包括支援センターから警察に対して当該ネットワークへの参加依   

頼がなされた場合には、嶺極的に応じること。   

3 指導、教養の徹底  

警察における高齢者虐待事案へ適切な対応を推進するため、法の内容等につい  

て、集合教養、随時の教養、巡回教養等あらゆる機会を活用して警察職員に広く  

指導、教養を行うこと。  
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六
、
熊
本
同
四
）
 
 

〔
人
事
異
動
〕
 
 
 

内
閣
府
 
財
務
省
 
 

〔
叙
位
・
叙
勲
〕
 
 

0
 
 
 

0
統
計
に
用
い
る
都
道
府
県
等
の
区
域
を
示
 
 
 

す
標
準
コ
ー
ド
を
定
め
た
件
の
一
部
を
改
 
 
 

正
す
る
件
（
絵
務
一
二
六
志
）
 
 

○
戸
籍
法
菜
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
括
定
に
関
す
る
件
（
法
務
五
六
七
）
 
 

0
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
 
 
 

（
農
林
水
産
一
六
九
七
、
一
六
九
八
）
 
 

○
土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認
 
 
 

定
を
し
た
件
（
国
土
交
通
一
三
三
六
）
 
 

0
都
市
計
画
に
関
す
る
件
 
 
 

（
北
陸
地
方
整
備
局
一
一
二
、
一
一
三
）
 
 

0
道
路
に
関
す
る
件
 
 
 

（
九
州
地
方
整
備
局
〓
一
九
～
一
三
こ
 
 

〔
国
会
事
項
〕
 
 

〔
皇
室
事
項
〕
 
 

〔
褒
 
 
室
〕
 
 

♭
 
 

〔
公
 
 
告
〕
 
 

諸
事
項
 
 

官
庁
 
 
 

金
融
先
物
取
引
業
者
に
対
す
る
行
政
処
 
 
 

分
、
無
縁
墳
墓
等
改
葬
関
係
 
 

裁
判
所
 
 
 

相
続
へ
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、
免
責
、
 
 
 

特
別
清
算
、
会
社
更
生
、
再
生
関
係
 
 

会
社
そ
の
他
 
 

◇
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
善
悪
昔
に
対
す
る
支
 
 
 

援
等
に
関
す
る
法
律
（
法
律
第
〓
一
四
号
）
（
厚
生
労
働
 
 
 

省
）
 
 

1
 
こ
の
法
律
は
、
高
齢
層
に
対
す
る
虐
待
が
深
刻
な
状
 
 
 

況
に
あ
り
、
高
齢
者
の
尊
厳
の
保
持
に
と
っ
て
高
齢
者
 
 
 

に
対
す
る
虐
待
を
防
止
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
 
 
 

る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
等
に
関
 
 
 

す
る
国
辱
の
責
務
、
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
に
 
 
 

対
す
る
保
護
の
た
め
の
措
置
、
養
護
者
の
負
担
の
軽
減
 
 
 

を
図
る
こ
と
等
の
養
護
者
に
対
す
る
造
識
者
に
よ
る
高
 
 
 

齢
者
患
待
の
防
止
に
資
す
る
支
援
（
以
下
「
養
護
者
に
 
 
 

対
す
る
支
援
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
措
置
等
を
定
め
る
 
 
 

こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
葦
識
者
に
対
す
 
 
 

る
支
援
等
に
関
す
る
施
策
を
促
漉
し
、
も
っ
て
高
齢
者
 
 
 

の
権
利
利
益
の
擁
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
 
 
 

と
と
し
た
。
（
第
一
粂
関
係
）
 
 

2
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
藁
務
等
 
 
 

H
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
 
 
 

高
齢
者
虐
待
を
受
持
ナ
た
高
齢
者
の
迅
速
か
つ
適
切
な
 
 
 

保
護
及
び
適
切
な
養
護
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
た
 
 

め
、
関
係
省
庁
相
互
間
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
民
間
 
 

団
体
の
間
の
連
挽
の
強
化
、
民
間
団
体
の
支
援
そ
の
 
 

他
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

こ
と
と
し
た
。
（
第
三
姦
策
t
項
関
係
）
 
 
 

出
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
 
 

及
び
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
並
び
に
 
 

養
読
者
に
対
す
る
支
援
が
専
門
的
知
識
に
基
づ
き
適
 
 
 

切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
職
務
に
挟
わ
る
専
 
 

門
的
な
人
材
の
確
保
及
び
資
貰
の
向
上
を
図
る
た
 
 
 

め
、
関
係
機
関
の
職
員
の
研
修
等
必
要
な
措
置
を
講
 
 

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
 
 

（
第
三
条
第
t
t
項
関
係
）
 
 

3
 
国
民
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
た
対
す
る
 
 
 

支
援
等
の
重
要
性
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
 
 
 

に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
高
齢
者
虐
待
の
 
 
 

防
止
、
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
の
た
め
の
施
策
に
協
 
 
 

力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

（
第
四
条
関
係
）
 
 

制
本
号
で
公
布
さ
れ
た
 
 

法
令
の
あ
ら
ま
し
潮
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養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
簑
隷
書
に
対
 
 

す
る
支
援
等
 
 

H
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
 
 
 

及
び
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
 
 
 

の
保
護
の
た
め
、
高
齢
者
及
び
養
護
者
に
対
し
て
、
 
 
 

相
談
、
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
」
ハ
 
 
 

粂
関
係
）
 
 

出
 
墓
碑
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
 
 
 

る
高
齢
者
を
発
見
し
た
者
は
、
当
該
高
齢
者
の
生
命
 
 
 

又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
 
 
 

速
や
か
に
、
こ
れ
を
市
町
村
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
 
 
 

ら
 

や
か
に
、
市
町
村
に
通
報
す
る
ヰ
フ
努
め
な
け
れ
ば
 
 
 

な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
七
粂
関
係
）
 
 

拐
 
市
町
村
は
、
⇔
に
よ
る
通
報
又
は
高
齢
者
か
ら
の
 
 
 

養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
旨
の
届
出
を
 
 
 

受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
高
齢
者
の
安
全
 
 
 

の
確
認
そ
の
他
当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
事
実
の
 
 
 

確
認
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
老
人
福
 
 
 

祉
法
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
介
護
 
 
 

保
険
法
の
規
定
に
よ
り
設
薩
き
れ
た
地
域
包
癌
支
援
 
 
 

セ
ン
タ
ー
そ
の
他
関
係
機
関
、
民
間
団
体
等
と
そ
の
 
 
 

対
応
に
つ
い
て
協
議
を
．
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
九
条
 
 
 

第
一
項
及
び
第
一
六
条
関
係
）
 
 

軸
 
市
町
村
又
は
市
町
村
長
は
、
出
に
よ
る
通
報
又
は
 
 
 

出
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
報
又
は
届
 
 
 

出
に
係
る
高
齢
者
に
対
す
る
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
 
 
 

虐
待
の
防
止
及
び
当
該
高
齢
者
の
保
護
が
図
ら
れ
る
 
 
 

よ
う
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
よ
り
生
命
又
 
 
 

は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
 
 
 

る
と
認
め
ら
れ
る
高
齢
者
を
一
時
的
に
保
護
す
る
た
 
 
 

め
迅
速
に
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
 
 
 

施
設
等
に
入
所
さ
せ
る
等
、
適
切
に
、
同
法
案
一
〇
 
 
 

条
の
四
篇
一
項
若
し
く
は
第
〓
粂
第
一
項
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
措
置
を
講
じ
、
又
は
、
適
切
に
、
同
法
第
三
 
 
 

二
条
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
請
求
を
す
る
こ
と
と
し
 
 
 

た
。
（
第
九
条
第
二
項
関
係
）
 
 

由
 
布
町
村
長
は
、
養
老
に
よ
る
商
齢
害
虐
待
に
よ
 
 
 

り
高
防
暑
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
 
 
 

て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
 
 
 

が
設
置
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
そ
の
 
 
 

他
の
高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
 
 
 

員
を
し
て
、
当
該
高
齢
者
の
住
所
又
は
居
所
に
立
ち
 
 
 

入
り
、
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
 
 
 

き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
一
条
第
一
項
関
係
）
 
 

◇
郵
政
民
営
化
法
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
 
 
 

（
政
令
第
三
三
八
号
）
（
内
閣
官
房
）
 
 
 

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
一
七
年
法
律
第
九
七
号
）
附
則
 
 

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
一
 
 

七
年
一
一
月
一
〇
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
 

－
 
 
 
 
 
 
1
－
Y
一
t
 
 
 
 
 
 
 
－
 
 
 
 
 
 
・
－
 
 

5
 
姜
介
淳
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
 
 
 

等
 
 
 

H
 
養
介
護
施
設
の
設
置
者
又
は
簑
介
護
事
業
を
行
う
 
 
 

者
は
、
養
介
護
施
設
従
事
者
等
の
研
修
の
実
態
、
当
 
 
 

該
養
介
護
施
設
に
入
所
し
、
そ
の
他
当
該
盤
介
護
施
 
 
 

設
を
利
用
し
、
又
は
当
該
董
介
護
事
業
に
係
る
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
高
齢
者
及
び
そ
の
家
族
か
ら
 
 

の
苦
情
の
処
理
の
休
制
の
整
備
そ
の
他
の
養
介
護
施
 
 

設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
 
 

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
〇
森
閑
係
）
 
 
 

出
 
養
介
護
施
設
従
事
者
等
は
、
当
該
竜
介
護
施
設
従
 
 
 

事
者
等
が
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
葺
介
護
施
設
 
 

又
は
養
介
護
事
業
（
当
該
重
介
護
施
設
の
設
置
者
若
 
 

し
く
は
当
該
羞
介
護
事
業
を
行
う
暑
が
設
置
す
る
葺
 
 
 

介
護
施
設
又
は
こ
れ
ら
の
暑
が
行
う
葦
介
護
事
業
を
 
 

含
む
。
）
 
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
養
介
護
施
設
 
 

従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
 
 

る
高
齢
者
を
発
見
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
 
 

を
市
町
村
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
 
 

た
。
（
第
二
一
条
第
一
項
関
係
）
 
 

6
 
こ
の
法
律
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
 
 
 

る
こ
と
と
し
た
。
 
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
 
 

援
等
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 
 

御
 
名
 
 
御
 
璽
 
 

平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 
 

法
律
第
百
二
十
四
号
 
 

高
給
老
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
糞
謹
書
に
対
す
 
 

る
支
援
等
に
関
す
る
．
法
律
 
 

目
次
 
 
 

第
一
幸
 
総
則
（
第
】
条
－
第
五
条
）
 
 
 

第
二
孝
 
養
護
者
に
よ
る
高
給
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
 
 

者
に
対
す
る
支
援
等
（
第
六
畠
T
⊥
弟
十
九
条
）
 
 
 

第
三
奉
 
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
 
 

の
防
止
等
（
第
二
十
各
T
⊥
弟
二
十
五
条
）
 
 
 

第
四
章
 
雑
則
（
第
二
十
大
集
－
第
二
十
八
条
）
 
 
 

第
玉
章
 
罰
則
 
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）
 
 
 

附
則
 
 

第
一
章
 
総
則
 
 
 

（
目
的
）
 
 

第
一
義
 
こ
の
法
律
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
虐
待
が
深
刻
 
 
 

な
状
況
に
あ
り
、
高
齢
者
の
尊
慮
の
保
持
に
と
っ
て
高
 
 
 

齢
者
に
対
す
る
虐
待
を
防
止
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
 
 
 

で
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
等
 
 
 

に
関
す
る
国
等
の
責
務
、
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
 
 
 

者
に
対
す
る
保
護
の
た
め
の
措
置
、
養
護
者
の
負
担
の
 
 
 

軽
減
を
図
る
こ
と
等
の
養
護
者
に
対
す
る
養
護
者
に
よ
 
 
 

る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
に
資
す
る
支
援
（
以
下
「
善
導
 
 
 

者
に
対
す
る
支
援
」
と
い
う
J
の
た
め
の
措
置
等
を
定
 
 
 

め
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
に
 
 
 

対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
施
策
を
促
進
し
、
も
っ
て
高
 
 
 

齢
者
の
権
利
利
益
の
擁
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
 
 
 

る
。
 
 
 

（
定
義
）
 
 

第
二
粂
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
 
「
高
齢
者
」
 
と
は
、
六
十
 
 
 

五
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
 
 

2
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
養
護
者
」
と
は
、
高
齢
者
を
 
 
 

現
に
養
護
す
る
看
で
あ
っ
て
養
介
諌
施
設
従
事
者
等
 
 
 

（
第
五
項
第
一
号
の
施
設
の
業
務
に
従
事
す
る
者
及
び
 
 
 

同
項
第
二
号
の
事
業
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
者
を
 
 
 

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。
 
 
 

律
 
 

法
 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
齢
者
虐
待
」
と
は
、
養
護
 
 

者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
及
び
饗
介
護
施
設
従
事
者
等
に
 
 

よ
る
高
齢
者
虐
待
を
い
う
。
 
 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
」
 
 

と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。
 
 

一
義
雪
が
そ
の
馨
護
す
る
高
齢
者
に
つ
い
て
行
う
 
 
 

次
に
掲
げ
る
行
為
 
 
 

イ
 
高
齢
者
の
身
体
に
外
傷
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
 
 

お
そ
れ
の
あ
る
暴
行
を
加
え
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
高
齢
者
を
衰
弱
富
せ
る
よ
う
な
著
し
い
減
食
又
 
 

は
長
時
間
の
放
置
、
養
護
者
以
外
の
同
居
人
に
よ
 
 

る
イ
、
ハ
又
は
二
に
掲
げ
る
行
為
と
同
様
の
行
為
 
 

の
放
置
等
養
護
を
著
し
く
怠
る
こ
と
。
 
 
 

ハ
 
高
齢
者
に
対
す
る
著
し
い
暴
言
又
は
著
し
く
拒
 
 

絶
的
な
対
応
そ
の
他
の
高
齢
者
に
著
し
い
心
理
的
 
 

外
傷
を
与
え
る
言
動
を
行
う
こ
と
。
 
 
 

二
 
高
齢
者
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
 
 

高
齢
者
を
し
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
言
せ
る
こ
 
 

と
。
 
 

二
 
養
護
者
又
は
高
齢
者
の
親
族
が
当
鼓
高
齢
者
の
財
 
 
 

産
を
不
当
に
処
分
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
高
齢
者
か
 
 
 

ら
不
当
に
財
産
上
の
利
益
を
得
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
 
 

る
高
齢
者
虐
待
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
 
 

行
為
を
い
う
。
 
 

一
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
 
 
 

号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設
若
し
 
 
 

く
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
 
 
 

人
ホ
ー
ム
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
 
 
 

二
十
三
号
）
第
八
粂
第
二
十
項
に
競
走
す
る
地
域
密
 
 
 

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
同
条
第
二
十
四
項
に
規
 
 
 

定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
同
条
第
二
十
五
項
に
 
 
 

規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
同
条
第
こ
十
六
項
 
 
 

に
規
定
す
る
介
鮨
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
同
法
 
 
 

案
盲
十
五
条
の
三
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
 
 
 

括
支
摂
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
巷
介
諸
施
設
」
と
い
う
。
）
 
 
 

の
業
務
に
従
事
す
る
著
が
、
当
該
養
介
喪
施
設
に
入
 
 
 

所
し
、
そ
の
他
当
該
壷
介
護
施
設
を
利
用
す
る
高
齢
 
 
 

者
に
つ
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為
 
 
 

イ
 
高
齢
者
の
身
体
に
外
傷
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
 
 

お
そ
れ
の
あ
る
暴
行
を
加
え
る
こ
と
。
 
 

26   
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口
 
高
齢
者
を
衰
弱
さ
せ
る
よ
う
な
著
し
い
減
食
又
 
 

は
長
時
間
の
放
置
そ
の
他
の
高
齢
者
を
養
護
す
べ
 
 

き
職
務
上
の
韓
務
を
著
し
く
怠
る
こ
と
。
 
 

ハ
 
高
齢
者
に
対
す
る
著
し
い
暴
言
又
は
著
し
く
拒
 
 

絶
的
な
対
応
そ
の
他
の
高
齢
者
に
著
し
い
心
理
的
 
 

外
傷
を
与
え
る
言
動
を
行
う
こ
と
。
 
 

二
 
高
齢
者
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
 
 

高
齢
者
を
し
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
さ
せ
る
こ
 
 

と
。
 
 
 

水
 
嵩
幹
者
の
財
産
を
不
当
に
処
分
す
る
こ
と
そ
の
 
 

他
当
該
高
齢
者
か
ら
不
当
に
財
産
上
の
利
益
を
得
 
 

る
こ
と
。
 
 
 

二
 
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
老
 
 
 

人
居
宅
生
活
支
援
事
業
又
は
介
護
保
険
法
第
八
条
第
 
 
 

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
貫
十
 
 
 

四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
 
 
 

条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
 
 
 

同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十
日
項
に
規
定
す
る
地
域
 
 
 

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
若
し
く
は
同
条
第
 
 
 

十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
（
以
下
「
養
 
 
 

介
護
事
業
」
と
い
う
J
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
 
 
 

者
が
、
当
該
羞
介
護
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
 
 
 

を
受
け
る
高
齢
者
に
つ
い
て
行
う
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
 
 

で
匡
掲
げ
る
行
為
 
 
 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
）
 
 

筆
姦
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
の
蘭
 
 
 

止
、
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
迅
速
か
つ
適
切
 
 
 

な
保
＃
及
び
適
切
な
養
護
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
た
 
 
 

め
、
関
係
省
庁
相
互
間
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
民
間
団
 
 
 

体
の
間
の
連
携
の
強
化
、
民
間
団
体
の
支
讃
そ
の
他
必
 
 
 

要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

Z
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
 
 
 

び
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
並
び
に
養
護
 
 
 

者
に
対
す
る
支
援
が
専
門
的
知
識
に
基
づ
き
適
切
に
行
 
 
 

わ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
職
務
に
携
わ
る
専
門
的
な
人
 
 
 

材
の
確
保
及
び
実
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
 
 
 

の
職
員
の
研
修
等
必
要
な
措
置
を
護
ず
る
よ
う
努
め
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
国
及
び
地
方
公
共
田
俸
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
 
 
 

び
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
に
資
す
る
た
 
 
 

め
、
高
齢
者
虐
待
に
係
る
通
報
義
務
、
人
権
侵
犯
事
件
 
 
 

に
係
る
救
済
制
度
等
に
つ
い
て
必
要
な
広
報
そ
の
他
の
 
 
 

啓
発
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
国
民
の
賢
務
）
 
 

東
田
条
 
国
民
は
、
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
讃
者
に
対
 
 
 

す
る
支
援
等
の
重
要
性
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
 
 
 

も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
講
ず
る
高
齢
者
虐
待
 
 
 

の
防
止
、
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
の
た
め
の
施
策
に
 
 
 

協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
高
齢
者
虐
待
の
早
期
発
見
等
）
 
 

努
五
条
 
彗
介
護
施
設
、
病
院
、
保
健
所
そ
の
他
高
齢
者
 
 
 

の
福
祉
に
業
務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
養
介
護
施
設
 
 
 

従
事
者
等
、
医
師
、
保
健
師
、
弁
護
士
そ
の
他
高
齢
者
 
 
 

の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
は
、
高
齢
者
虐
待
を
 
 
 

発
見
し
や
す
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
高
齢
者
 
 
 

虐
待
の
早
期
発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
俸
が
 
 
 

誇
ず
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
啓
発
活
動
及
び
 
 
 

高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
啓
の
た
め
の
施
策
 
 
 

に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

第
二
章
 
秦
荘
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
 
 

養
護
者
．
に
対
す
る
支
援
等
 
 
 

（
相
談
、
指
導
及
び
助
言
）
 
 

第
六
条
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
 
 
 

止
及
び
義
経
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
 
 
 

の
保
粁
の
た
め
、
高
齢
者
及
び
養
護
者
に
対
し
て
、
相
 
 
 

談
、
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
養
啓
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
係
る
通
報
等
）
 
 

第
七
鼻
 
糞
薄
着
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
 
 
 

れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
者
は
、
当
該
高
齢
者
の
生
命
 
 
 

又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
速
 
 
 

や
か
に
、
こ
れ
を
市
町
村
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

。
 
 

2
 
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
 
 
 

者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た
者
 
 
 

は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
市
町
村
に
通
報
す
る
よ
う
努
 
 
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
秘
密
漏
 
 
 

示
罪
の
規
定
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
 
 
 

定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
す
る
こ
と
を
妨
 
 
 

げ
る
も
の
と
解
釈
レ
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

第
八
姦
 
市
町
村
が
前
条
第
l
項
若
し
く
は
第
二
項
毎
親
 
 
 

定
に
よ
る
通
報
又
は
次
粂
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
を
 
 
 

受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
報
又
は
届
出
を
受
 
 
け
た
市
町
村
の
職
員
は
、
そ
の
職
路
上
知
り
得
た
事
啓
 
 
 

で
あ
っ
て
当
該
通
報
又
は
届
出
を
し
た
者
を
特
定
苫
せ
 
 
 

る
も
の
を
滞
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
通
報
等
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）
 
 

第
九
桑
 
市
町
村
は
、
第
七
姦
策
一
項
若
し
く
は
第
二
項
 
 
 

の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
高
齢
者
か
ら
の
基
礎
者
に
よ
 
 
 

る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
旨
の
届
出
を
受
け
た
と
き
 
 
 

は
、
速
や
か
に
、
当
該
高
齢
者
の
安
全
の
確
認
そ
の
他
 
 
 

当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
事
実
の
確
認
の
た
め
の
措
 
 
 

置
を
訪
ず
る
と
と
も
に
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
 
 
 

該
市
町
村
と
連
携
協
力
す
る
著
（
以
下
「
高
齢
者
虐
待
 
 
 

対
応
協
力
者
」
と
い
う
J
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
 
 
 

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

Z
 
市
町
村
又
は
市
町
村
長
は
、
乗
七
条
第
一
項
若
し
く
 
 
 

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
前
項
に
規
定
す
る
 
 
 

届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
 
 
 

る
高
齢
者
に
対
す
る
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
 
 
 

止
及
び
当
該
高
齢
者
の
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
養
護
 
 
 

者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
よ
り
生
命
又
は
身
体
に
重
大
 
 
 

な
危
険
が
生
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
 
 
 

高
齢
者
を
一
時
的
に
保
護
す
る
た
め
迅
速
に
老
人
福
祉
 
 
 

法
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
施
設
等
 
 
 

に
入
所
さ
せ
る
等
、
適
切
に
、
同
法
第
十
条
の
四
第
一
 
 
 

項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
 
 
 

講
じ
、
又
は
、
適
切
に
、
同
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
 
 
 

よ
り
審
判
の
請
求
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
居
室
の
確
保
）
 
 

東
十
条
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
 
 
 

け
た
高
齢
者
に
つ
い
て
老
人
福
祉
法
第
十
条
の
四
第
一
 
 
 

項
第
三
号
又
は
第
十
t
粂
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
 
 
 

二
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
た
め
に
必
要
な
居
室
 
 
 

を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
 

（
立
入
調
査
）
 
 

第
十
一
兵
 
市
町
村
長
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
 
 
 

に
よ
り
高
鈴
者
の
生
命
又
は
身
体
に
・
重
大
な
危
険
が
生
 
 
 

じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
介
護
保
 
 
 

険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
 
 
 

置
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
随
員
そ
の
他
の
高
 
 
 

齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
し
 
 
 

て
、
当
該
高
齢
者
の
住
所
又
は
居
所
に
立
ち
入
り
、
必
 
 
 

要
な
調
査
又
は
質
問
を
苫
せ
る
こ
と
が
で
苦
る
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
を
 
 
 

行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
 
 
 

示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
 
 
 

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
又
は
一
貫
間
 
 
 

を
行
う
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
 
 
 

の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
警
察
署
長
に
許
す
る
援
助
要
請
等
）
 
 

努
十
二
条
 
市
町
村
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
 
 
 

立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
を
ざ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
 
 
 

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
職
務
の
執
行
に
降
し
必
衰
が
あ
 
 
 

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
高
齢
者
の
住
所
又
は
居
所
 
 
 

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
対
し
援
助
を
求
め
 
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
市
町
村
長
は
、
高
齢
者
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
 
 
 

確
保
に
万
全
を
期
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
適
切
 
 
 

に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
署
長
に
対
し
援
助
を
求
 
 
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
警
察
署
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
の
求
め
 
 
 

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
生
命
又
は
身
体
 
 
 

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
 
 
 

や
か
に
、
所
属
の
茸
察
官
に
、
同
項
の
職
務
の
執
行
を
 
 
 

援
助
す
る
た
め
に
必
要
な
暫
察
官
職
路
執
行
法
（
昭
和
 
 
 

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
 
そ
の
他
の
法
令
の
定
 
 
 

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
措
置
を
講
じ
苫
せ
る
よ
う
努
め
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
面
会
の
制
限
）
 
 

第
十
三
粂
 
養
護
者
に
よ
る
高
齢
老
虐
待
を
受
け
た
高
齢
 
 
 

者
に
つ
い
て
老
人
福
祉
法
第
十
】
条
第
一
項
第
二
号
又
 
 
 

は
第
三
号
の
措
置
が
探
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
 
 
 

町
村
長
又
は
当
該
措
置
に
係
る
嚢
介
諸
施
設
の
長
は
、
 
 
 

養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
当
該
高
齢
者
 
 
 

の
保
覆
の
観
点
か
ら
、
当
該
養
軒
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
 
 
 

待
を
行
っ
た
雀
窪
者
に
つ
い
て
当
該
高
齢
者
と
の
面
会
 
 
 

を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
 
 
 

（
養
護
者
の
支
援
）
 
 

第
十
四
条
 
市
町
村
は
、
第
六
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
 
 
 

か
、
覆
没
著
の
負
担
の
軽
減
の
た
め
、
養
薄
着
に
対
す
 
 
 

る
相
談
、
指
導
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
市
町
村
は
、
前
項
の
措
置
と
し
て
、
養
鰻
者
の
心
身
 
 
 

の
状
態
に
照
ら
し
そ
の
善
感
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
 
 
 

め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
高
齢
者
が
短
 
 
 

期
間
藍
藻
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
な
る
居
室
を
確
保
 
 
 

す
る
た
め
の
措
置
を
誹
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
専
門
的
に
従
事
す
る
職
員
の
確
保
）
 
 

第
十
五
条
 
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
 
 
 

防
止
、
馨
韓
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
 
 
 

の
保
藷
及
び
葺
轟
音
に
対
す
る
支
援
を
適
切
に
実
施
す
 
 
 

る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
事
務
に
専
門
的
に
従
媚
す
る
職
 
 
 

員
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
連
携
協
力
体
制
）
 
 

第
十
六
条
 
市
町
村
は
、
葺
硬
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
 
 
 

防
止
、
詫
強
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
l
ナ
た
高
齢
者
 
 
 

の
保
護
及
び
養
護
者
に
対
す
る
支
援
を
適
軒
に
実
施
す
 
 
 

る
た
め
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第
一
項
に
 
 

2了   
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規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
介
護
保
険
法
第
 
 
 

百
十
五
条
の
三
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
ケ
設
置
き
れ
 
 
 

た
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
関
係
機
関
、
民
間
 
 
 

団
体
等
と
の
薫
協
力
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
 
 
 

虐
待
に
い
つ
で
も
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
 
 
 

う
、
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
事
務
の
委
託
）
 
 

第
十
七
桑
 
市
町
村
ほ
、
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
の
う
 
 
 

ち
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
柏
艶
、
指
導
及
び
助
言
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
 
 
 

第
l
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
第
九
粂
第
一
項
に
規
 
 
 

定
す
る
届
出
の
受
理
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
切
 
 
 

安
全
の
確
認
そ
の
他
通
報
又
は
届
出
に
係
る
事
実
の
確
 
 
 

認
の
た
め
の
措
置
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
 
 
 

よ
る
養
没
書
の
負
担
の
軽
減
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
 
 
 

事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
垂
託
を
受
け
た
高
齢
者
虐
待
対
 
 
 

応
協
力
者
若
し
く
は
そ
の
役
鼻
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
 
 
 

れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
は
J
正
当
な
理
由
な
し
に
、
そ
 
 
 

の
委
託
を
受
け
た
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
 
 
 

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
 
 
 

二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
第
九
粂
第
一
項
に
規
定
 
 
 

す
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
高
 
 
 

齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
が
第
七
条
蟹
〓
項
若
し
く
は
第
 
 
 

二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
第
九
条
第
一
項
に
規
定
 
 
 

す
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
通
報
又
は
屡
出
 
 
 

を
受
け
た
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
又
は
そ
の
役
員
若
 
 
 

し
く
は
職
員
は
、
そ
の
職
務
上
知
り
簿
た
事
項
で
あ
っ
 
 
 

て
当
該
通
報
又
は
届
出
を
し
た
者
を
特
定
さ
せ
る
も
の
 
 
 

を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
．
 
 
 

（
周
知
）
 
 

筆
十
八
条
 
市
町
村
は
、
義
孝
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
 
 
 

防
止
、
薦
七
集
貨
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
通
報
又
は
第
九
姦
策
一
項
に
規
定
す
る
届
出
の
受
 
 
 

理
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
 
 
 

保
護
、
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
事
務
に
つ
 
 
 

い
て
の
窓
口
と
な
る
部
局
及
び
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
 
 
 

者
の
名
称
を
明
示
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
部
局
及
 
 
 

び
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
 
 
 

ら
な
い
。
 
 
 

（
都
道
府
県
の
援
助
等
）
 
 

第
十
九
条
 
都
道
府
県
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
市
町
 
 
 

村
が
行
う
措
置
の
実
施
に
閲
し
、
市
町
村
相
互
周
の
連
 
 
 

絡
調
整
、
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
 
 
 

な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
都
道
府
県
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
 
 
 

う
措
置
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
善
が
あ
る
 
 
 

と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
に
射
し
、
必
要
な
助
言
を
 
 
 

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

篇
≡
章
 
葉
介
謳
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
 
 

虐
待
の
防
止
等
 
 
 

（
墓
介
蔑
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
笥
齢
老
虐
待
の
防
止
 
 
 

等
の
た
め
の
措
置
）
 
 

第
二
十
魚
 
篭
介
護
施
設
の
設
置
者
又
は
葉
介
謹
事
業
を
 
 
 

行
う
者
は
、
嚢
介
諸
施
設
従
事
者
等
の
研
修
の
実
施
、
 
 
 

当
該
衰
介
護
施
設
に
入
所
し
、
そ
の
他
当
該
重
介
護
施
 
 
 

設
を
利
用
し
、
又
は
当
該
羞
介
護
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
の
提
供
を
受
け
る
高
齢
者
及
び
そ
の
豪
族
か
ら
の
苦
 
 
 

情
の
処
理
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
善
介
毘
施
設
従
事
 
 
 

者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
を
 
 
 

講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
養
介
罷
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
係
る
 
 
 

通
報
等
）
 
 

第
二
十
l
鼻
 
糞
介
領
施
設
従
事
者
等
は
、
当
該
養
介
青
 
 
 

鬼
毀
従
事
者
等
が
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
董
介
護
 
 
 

施
設
又
は
農
介
護
事
業
（
当
該
養
介
莞
設
の
設
置
者
 
 
 

若
し
く
は
当
該
重
介
護
事
業
を
行
う
者
が
設
置
す
る
暮
 
 
 

介
護
施
設
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
葉
介
惑
事
業
を
含
 
 
 

む
J
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
養
介
護
施
設
従
事
者
 
 
 

等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
 
 
 

苛
発
見
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
一
を
市
町
村
に
 
 
 

通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
養
介
護
施
設
従
事
者
 
 
 

等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
者
 
 
 

を
発
見
し
た
者
は
、
当
該
高
齢
者
の
生
命
又
は
身
体
に
 
 
 

重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
速
や
か
に
、
こ
 
 
 

れ
を
市
町
村
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
蓑
介
護
施
設
従
事
 
 
 

者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢
 
 
 

者
を
発
見
し
た
者
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
市
町
村
に
 
 
 

通
報
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
 
養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
を
受
け
 
 
 

た
高
齢
者
は
、
そ
の
旨
を
市
町
村
に
届
け
出
る
こ
と
が
 
 
 

で
き
る
。
 
 

5
 
第
十
八
条
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
通
報
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
わ
受
 
 
 

理
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
周
知
に
つ
い
て
 
 
 

準
用
す
る
。
 
 

6
 
刑
法
の
秘
密
漏
示
罪
の
規
定
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
 
 
 

関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
通
報
（
虚
偽
で
あ
る
も
の
及
び
過
失
に
よ
 
 
 

る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
d
）
を
す
る
こ
と
 
 
 

を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

7
 
葦
介
護
施
設
従
事
者
等
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
 
 
 

で
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
 
 
 

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
。
 
 

第
二
十
二
条
 
市
町
村
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
 
 
 

で
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 
 
 

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
重
介
護
 
 
 

施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
関
す
る
事
項
 
 
 

を
、
当
該
墓
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
 
 
 

に
係
る
巻
介
護
施
設
又
は
当
該
益
介
護
施
設
従
事
者
等
 
 
 

に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
係
る
養
介
護
事
業
の
事
業
所
の
 
 
 

所
在
地
の
都
道
府
県
に
報
告
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
 
 
 

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
笛
〓
項
の
 
 
 

指
定
都
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
〓
条
の
二
十
二
宕
二
 
 
 

項
の
中
核
市
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 
 
 

場
合
を
除
き
、
適
用
し
な
い
。
 
 

第
二
十
三
条
 
市
町
村
が
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
 
 
 

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
報
 
 
 

又
は
届
出
を
受
け
た
市
町
村
の
職
員
は
、
そ
の
職
務
上
 
 
 

知
り
得
た
事
項
で
あ
っ
て
当
該
通
報
又
は
届
出
を
し
た
 
 
 

者
を
特
定
富
せ
る
も
の
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
都
 
 
 

道
府
県
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
 
 
 

場
合
に
お
け
る
当
該
報
告
を
受
け
た
都
道
府
県
の
職
員
 
 
 

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
 
 
 

（
通
報
等
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）
 
 

第
〓
十
四
条
 
市
町
村
が
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
 
 
 

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
報
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
、
又
は
都
道
府
県
が
第
二
十
 
 
 

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
璧
ロ
を
受
け
た
と
き
は
、
 
 
 

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
董
介
護
施
設
の
業
 
 
 

務
又
は
宜
介
諸
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
 
 
 

に
よ
り
、
当
該
通
報
又
は
届
出
に
係
る
高
齢
者
に
対
す
 
 
 

る
毒
介
護
態
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
 
 
 

及
び
当
該
高
齢
者
の
保
護
を
図
る
た
め
、
老
人
福
祉
法
 
 
 

又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
適
切
に
行
使
 
 
 

す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
公
表
）
 
 

第
二
十
五
条
 
都
道
府
県
知
事
は
、
毎
年
度
、
糞
介
穣
施
 
 
 

設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
状
況
、
養
介
護
施
 
 
 

設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
が
あ
っ
た
場
合
に
 
 
 

と
っ
た
措
置
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
 
 
 

公
嘉
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

東
田
章
 
雑
則
 
 
 

（
調
査
研
究
）
 
 

第
二
十
六
条
 
国
は
、
高
齢
者
虐
待
の
事
例
の
分
析
を
行
 
 
 

う
と
と
も
に
、
高
齢
者
虐
待
が
あ
っ
た
場
合
の
遺
跡
な
 
 
 

対
応
方
法
、
高
齢
者
に
対
す
る
適
切
な
暮
春
の
方
法
そ
 
 
 

の
他
の
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
 
 
 

高
齢
者
の
保
護
及
び
養
護
者
に
対
す
る
支
援
に
資
す
る
 
 
 

事
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
財
産
上
の
不
当
取
引
に
よ
る
被
害
の
防
止
等
）
 
 

第
二
十
七
条
 
市
町
村
は
、
養
護
者
、
高
齢
者
の
親
族
又
 
 
 

は
孝
介
諸
施
設
従
事
者
等
以
外
の
老
が
不
当
に
財
産
上
 
 
 

の
利
益
を
得
る
目
的
で
高
齢
者
と
行
う
取
引
（
以
下
「
財
 
 
 

産
上
の
不
当
取
引
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
高
齢
者
の
被
害
 
 
 

に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
、
若
し
く
は
消
費
生
活
に
関
 
 
 

す
る
業
務
を
担
当
す
る
部
局
そ
の
他
の
関
係
機
関
を
紹
 
 
 

介
し
、
又
は
高
齢
者
虐
待
対
応
協
力
者
に
、
財
産
上
の
 
 
 

不
当
取
引
に
よ
る
高
齢
者
の
被
害
に
係
る
相
談
若
し
く
 
 
 

は
関
係
機
関
わ
紹
介
の
実
施
を
委
託
す
る
も
の
と
す
 
 
 

る
。
 
 

2
 
市
町
村
長
は
、
財
産
上
の
不
当
取
引
の
被
害
を
受
け
、
 
 
 

又
は
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者
に
つ
い
て
、
適
切
 
 
 

に
、
老
人
等
祉
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
 
 
 

請
求
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
）
 
 

第
二
十
八
粂
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
 
 
 

の
防
止
及
び
高
齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
並
 
 
 

び
に
財
産
上
の
不
当
取
引
に
よ
る
高
齢
者
の
被
害
の
防
 
 
 

止
及
び
救
済
を
図
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度
の
周
知
の
 
 
 

た
め
の
措
置
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
係
る
経
済
的
 
 
 

負
担
の
軽
減
の
た
め
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
 
 
 

り
、
成
年
後
見
制
度
が
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

第
五
章
 
罰
則
 
 

第
二
十
九
条
 
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
 
 
 

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
 
 
 

す
る
。
 
 

夢
二
十
条
 
正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
十
一
条
第
一
項
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
 
 
 

避
し
、
又
は
同
項
の
壊
定
に
よ
る
賞
間
に
対
し
て
答
弁
 
 
 

を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
高
 
 
 

齢
者
に
答
弁
を
さ
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
さ
 
 
 

せ
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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5 平成17年11月9日 水曜日  第4214号  

附
 
則
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
〓
臼
か
ら
施
行
す
 
 

る
。
 
 

（
検
討
）
 
 
 

高
齢
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
精
神
上
又
は
身
体
上
の
 
 

理
由
に
よ
り
養
護
を
必
要
と
す
る
も
の
に
対
す
る
虐
待
 
 

の
防
止
等
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
検
 
 

討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
 
 

が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
葦
護
者
に
対
す
る
支
援
等
の
 
 

た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
 
 

を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、
 
 

検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
 
 

置
が
試
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

法
務
大
臣
 
杉
浦
 
正
健
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
川
崎
 
二
郎
 
 

内
閣
総
理
大
臣
 
小
泉
純
一
郎
 
 
 



別添2   

0 介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号）   

（地域支援事業）  

第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、   

要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を   

営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うもの   

とする。   

－ 被保険者（第一号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要介護   

状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事業及び地域   

密着型介護予防サービス事業を除く。）   

二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれ   

ている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適   

切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業   

三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、   

保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係   

機関との連絡網整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総  

合的な支援を行う事業   

嬰∴被保険者に対する虐待の防止及嘩準   

郵擁護のため必要な援助を行う事業   

五 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計  

画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状  

況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域にお  

いて自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業  

2 市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行   

うことができる。   

一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業   

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業   

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活  

の支援のため必要な事業  

3 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の   

運営の状況その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。  

4 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用   

料を請求することができる。  

5 厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により市町村が行う事業に関して、その適切か   

つ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。  

6 前各項に規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定め   

る。  

（地域包括支援センター）  

第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から農重畳までに掲げ  
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皇軍嘩⊥   

地域住民の心身の嘩康の保持及び生野こより、そ   

め保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する却  

2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。  

3 次粂第一項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定め   

る事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省   

令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。  

4 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとし   

て厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。  

5 地域包括支援センターの設置者（設置者が法人である場合にあっては、その役員）若   

しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知   

り得た秘密を漏らしてはならない。  

6 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合にお   

いて、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  

7 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定   

める。  

（実施の委託）  

第百十五条の四十 市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支   

援センターの設置者そ甲他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を   

委託することができる。  

2 前項の規定による委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければなら   

ない。  

3 前条第五項の規定は、第一項の委託を受けた者について準用する。  

4 市町村は、第百十五条の三十八第一項第一号及び第二項各号に掲げる事業の全部又は   

一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの   

設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。  
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第  号   

高齢者虐待事案通報票   

年  月   日   

0 0 市（町、村）長  殿  

警察署長画  

次のとおり高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したので、通報します。   

発見年月 日  年  月  日   

発見の経緯  

（ふりがな）  

高  名   口男 ・ ロ女  

生年月 日   年   月   日垂（  歳）  

齢  所  

者  話   （   ）  番  

職 業 等  

（ふりがな）  

養  名   □男 ・ □女  

生年月 日   年  月  日生（   歳）  

護  所  口高齢者と同じ  

□その他（  ）  

者  帯   （   ）  番  

職 業 等  

等  

関  係  口その他親族（  ）  

□その他（  ）   

虐  行為類型  D身体的虐待 □養護の著しい怠り □心理的虐待   

待  ロ性的虐待 □経済的虐待  

の  

状  

況  

参 考 事 項  二ゝ一   

担当者・連絡先  警察署  課  

電話（   ）  番 内線   
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高齢者虐待事案通報票記載に当たっての留意事項   

1 「発見年月日」欄  

高齢者虐待事案を認知した日を記載すること。高齢者虐待とは無関係な相談とし   

て対応している過程で、高齢者虐待事案であることが判明した場合については、初   

回の相談受理日ではなく、高齢者虐待事案ではないかとの認識が警察において生じ   

た日を発見年月日とすること。  

2 「発見の経緯」欄  

通報者を秘匿する必要がある場合には、「施設関係者からの通報」等と記載する   

などにより、通報者氏名は記載しないこととして差し支えない。  

3 「高齢者」欄   

被害高齢者から聴取できない場合は、親族等から聴取するなどにより記載するこ   

と。  

4 「養護者等」欄  

加害者が養護者に当たるかどうか判明しない場合や加害者が養護者に当たらない   

親族である場合についても、「養護者等」欄に記載すること。   

配偶者には、事実上の婚姻関係にある場合を含む。同棲相手や交際相手は、配偶   
者には含まないので、これらが加害者である場合には、「口その他（）」に   

チェックし、（）内に「同棲相手」「交際相手」と記載すること。   

養介護施設従事者等による高齢者虐待（法第2条第5項第1号及び同項第2号）   

の場合は、「口その他（）」にチェックし、（）内には「介護職員」「看護師」   

「ホームヘルパー」等簡潔に記載し、加害者の所属する施設や派遣元事業者等の名   
称等については「虐待の内容」欄の記載内容の中に盛り込むこととすること。  

5 「行為類型」欄   

項数鱒沢が可能であり、該当するものすべてにチェックすること。なお、「身体   

的虐待」とは法第2条第4項第1号イに該当する行為、「養護の著しい怠り」とは   

同号ロに該当する行為、「心理的虐待」と、は同号ハに該当する行為、「性的虐待J   

とは同号こに該当する行為、「経済的虐待」とは同項第2号に該当する行為をいう。  

6 「虐待の内容」欄   

「別紙記載のとおり」と記載の上、別紙を添付することとしても差し支えない。  

7 「参考事項」間   

被害高齢者の言動、警察において講じた措置等市町村において高齢者虐待事案と   

して対処する際に参考となると思われるような事項があれば、記載すること。  

8 「担当者・連絡先」欄   

事案痕扱者（相談受理者、現場臨場者等）ではなく、市町村への通報の窓口とな   

る生活安全部門の担当者について記載すること。  
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第  号 

高齢者虐待事案に係る援助依頼書   

年  月  日   

0 0一 撃察署長 殿  

00市（町、村）長田  

高齢者虐待の防止、高齢者の養護に対する支援等に関する法律第12条第1項   

及び同条第2項の規定により、次のとおり援助を依頼します。   

依  時   年  月   日  時  分 ～  時  分  

頼  所  

事   

項  口周辺での待機 □その他（  ）   

（ふりがな）  

高  名   □男 ・ 口女  

生年月 日   年   月  日生（  歳）  

齢  所  口上記援助依頼場所に同じ  

□その他（  ）  

者  
話   

（  ）  番  

職 業 等  
（ふりがな）  

養  名   □男   □女  

生年月 日   年  月  日生（   歳）  

護  所  口上記援助依頼場所に同じ  

□その他（  ）  

電  話   （   ）  番  

、、  

等  

関  係  □その他親族（  ）  

□その他（  ）   

虐  行為類型   ロ身体的虐待 □養護の若い、怠り □心理的虐毎   

待  □性的虐待  口経済的虐待  

の  

状  

況  

高齢者の生命親身体に重大な  

危険が生じていると認める理由  

警察の援助を必要とする理由  

担当者・連絡先   所属・役職t  l氏名‡  

電話（   ）  番 内線  
携帯電話  

番   

ー34－   



産経新聞 平成17年4月7日（金） 朝刊  

【新値定価Iヵ月2950円（本体28柏円＋鞘章モ削48円）・嘲刊l  軌00円く消斉税込みH  ＜窟三種野置物疫可＞   

誓
書
券
薯
を
か
ば
一
か
、
畠
体
に
置
へ
の
立
成
十
五
年
虔
に
国
が
行
っ
た
 
 

っ
て
悪
化
し
に
く
か
っ
た
ち
入
品
査
や
震
の
許
可
彗
で
は
、
心
誓
書
違
待
 
雷
者
虐
待
。
震
や
苦
な
し
に
雷
者
 

を
除
苧
る
が
身
体
的
富
の
を
看
 
で
介
轟
を
苦
て
い
る
六
十
権
限
を
慧
 

た
。
 
り
、
意
の
六
割
を
占
め
た
 
五
歳
以
上
を
虐
待
か
毒
る
 
同
学
は
、
望
、
け
る
か
ち
だ
。
 
た
め
に
制
誉
れ
七
の
が
の
妄
体
へ
の
虐
待
」
の
は
 
日
奮
聾
者
防
止
学
 
「
高
著
虐
待
防
止
法
」
か
、
無
視
す
る
と
い
っ
た
会
空
言
の
．
雷
撃
・
未
 
だ
。
 
 
 
 
「
心
理
的
歪
待
」
、
年
金
富
科
歯
科
大
蔓
は
「
加
 
誓
書
の
多
く
は
認
知
症
ゐ
無
断
使
用
 

と
い
っ
た
「
糧
害
者
、
誓
著
の
双
方
に
虐
 
 

と
さ
れ
る
な
か
で
、
蕉
に
済
的
虐
待
」
や
「
介
慧
待
の
意
識
が
た
い
こ
と
が
多
 
弄
い
た
人
に
市
区
町
村
へ
棄
」
（
 

ネ
グ
レ
ク
ト
）
も
虐
く
＼
墓
備
で
、
こ
れ
ま
で
 
の
通
報
を
義
務
づ
け
た
ほ
待
と
し
て
位
置
づ
け
た
妄
障
れ
て
い
た
高
著
介
護
の
 
 

・
㌧
内
線
の
矢
か
ら
暴
力
を
受
け
て
い
た
帝
 
 

京
都
府
に
住
む
七
十
代
の
哀
悼
に
・
つ
い
 
 

て
ぃ
壷
裾
庁
が
」
甘
施
行
の
・
「
高
齢
者
虐
 

日
、
分
か
．
っ
た
p
同
法
に
基
づ
く
通
報
は
 
 

宰
視
庁
で
は
初
の
ケ
」
ス
と
い
う
。
 
 
 

同
法
は
予
高
齢
署
虐
待
に
 
 

気
付
い
た
人
は
罷
思
潮
に
 
 

通
腰
す
草
し
と
首
足
め
て
い
 
 

る
ご
か
k
．
今
回
は
士
 
 

0
寄
通
報
で
虐
待
情
報
が
寄
 
 

せ
ら
れ
夫
。
■
自
治
体
の
連
絡
 
 

い
住
民
は
多
い
と
計
ち
れ
．
へ
 
 

今
回
の
よ
う
な
誓
賓
経
由
の
 
 

通
報
は
誓
言
と
み
ら
勃
 
 

畠
。
・
・
 
 

関
係
機
関
に
よ
る
キ
女
 
 

性
は
数
年
前
か
ら
七
十
代
の
・
 
 

男
性
と
二
人
で
暮
ら
し
で
い
こ
 
 

運用面の課題も  

問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
た
る
定
め
ら
れ
た
。
 
 

だ
ろ
う
」
と
期
待
す
る
。
 
 

通
報
体
制
の
確
保
や
運
用
 
儲
査
で
は
、
加
害
者
の
半
は
自
治
体
に
任
さ
れ
て
お
 
数
以
上
が
介
護
の
協
力
者
が
り
、
厚
生
労
働
省
で
は
十
白
 
 

雪
ず
、
介
護
疲
れ
か
ら
虐
治
体
問
で
格
差
が
出
る
恐
れ
 
待
に
及
ん
で
い
た
。
こ
の
た
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
¢
高
 
め
、
同
学
は
 

、
■
単
に
加
害
嶋
教
授
は
「
通
報
は
自
漂
 
着
郵
を
責
め
る
の
で
は
な
に
直
接
で
は
た
く
、
警
察
を
 
く
、
自
治
体
が
指
導
や
助
言
介
す
場
合
も
多
く
な
る
だ
ろ
 
薫
 

っ
た
り
、
介
護
是
軽
う
。
連
携
の
中
で
、
開
票
 
減
の
た
め
、
短
期
受
け
入
れ
を
検
討
し
て
い
っ
て
ほ
し
 
 

先
を
用
意
す
る
こ
と
な
ど
も
い
」
と
し
て
い
る
。
 
 
 

た
が
、
虜
性
の
介
護
を
必
要
 
 

と
心
．
て
い
た
空
今
月
二
計
 
 

夕
へ
女
性
は
酒
を
飲
ん
だ
男
 
 

性
か
ら
殴
る
け
る
の
暴
力
を
 
 

受
万
て
近
所
に
助
け
を
求
め
 
 

て
駆
け
込
牽
走
廟
の
人
が
 
 

〓
○
着
通
報
じ
た
。
 
 

。
 
 
 

今
回
は
へ
内
縁
の
夫
か
ら
 
 

の
「
暴
力
」
だ
っ
た
た
め
、
 
 

声
を
用
意
し
て
お
り
、
今
 
 

回
の
ケ
ー
ス
で
も
駆
け
つ
け
 
 

た
警
察
官
が
女
性
を
保
革
す
 
．
ぎ
告
 

に
遠
望
誓
自
治
 
 

体
に
提
出
し
た
。
自
治
体
で
 
 

は
バ
女
性
が
「
男
性
が
怖
く
 
 

て
帰
れ
な
い
」
と
訴
え
た
た
 
 

め
、
施
設
で
の
保
護
を
決
め
 
 

法
施
行
に
合
わ
せ
予
警
視
 
 

庁
で
は
ハ
・
 

．
 

保
落
葉
務
 
を
自
治
体
に
嘗
継
ぐ
七
め
 
 

功
「
高
齢
者
虐
待
事
案
通
報
・
 
 

女
性
を
保
護
し
七
自
治
体
は
 
 

∴
扁
齢
者
虐
待
防
止
法
を
適
 
 

廃
し
て
保
護
壷
続
け
る
べ
き
 
 

か
、
『
D
V
（
配
偶
者
間
暴
 
力
 

）
防
止
崖
を
連
用
す
べ
 
 

き
か
判
断
に
迷
う
」
．
と
し
て
 
 

い
る
。
豪
族
″
の
形
態
が
 
 

多
様
化
し
っ
つ
あ
る
な
か
 
 

で
、
法
施
行
直
後
に
、
行
政
 
 

側
の
運
用
面
で
の
課
題
も
浮
 
 

か
ん
だ
形
だ
。
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